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第５１１回：令和ブームを探せ 

    

下表は 4月 1日現在、香港・上海・深圳に上場している銘柄数である（出所：香港取引所）。 

 香港取引所 上海取引所 深圳取引所 

 メインボード 創業板 A株 B株 A株 B株 

上場銘柄数  1,959  387  1,457  51  2,143  46 

合計で約6000銘柄、この中身の個別銘柄名を知りたければ、中国証券監督管理委員会の情報開示指定

サイト“巨潮資詢” http://www.cninfo.com.cn/information/lclist.htmlにアクセスすれば確認できる。 

ここで香港主板（メインボード）をクリックすると、CKハチソン（00001）、中電HD（00002）から始まる約2000

銘柄がずらりと登場する。最近のウェブサイト検索機能はまことに便利であり、例えばその中から中信証券

を調べたければ、Google Chrome を開き 上部のアドレスバーに“中信”を入力すれば、中信ホールディング

（00267）、中信銀行（00998）、中信資源（01205）等と並び、中信証券（06030）と、その兄弟会社の中信建投

証券（06066）が”黄色にハイライトされ、一目で分かる。 

 

さてと、小人閑居して職場で不善を為すわけではないが、上記3市場に上場する企業のなかに、新年号

の“令和”を名乗る企業があるかどうか、ハイライト検索してみたら、実は一つもなかった。 

日本語にも中国語にも、令和という名詞や形容詞は存在しないので、これは想定内のことだったが、続い

て“令”が一字でも含まれている銘柄を探してみたら、これもなかったので流石に驚いた。 

あわよくば、“令和関連中国銘柄”として、ビジネスでも使おうかなと、よこしまなことを考えていたのだが、

まさか一つもないとはね。 

4月2日の時事通信は、「貴州省安順市の平壩区に“令和村”があり、今後の報道でこの村が注目される

可能性もある」と報じているが、この地は諸葛孔明が南蛮征伐で、虎や巨象に跨った朶思大王・木鹿大王・

孟獲などと戦った山岳地帯にあり、とても日本人観光客を迎えるような施設はないだろう、残念だけど。 

 

そんなわけで、5月からの新元号が令和と決まり、多くのヒトやカネが動くイベントや特需は、日本国内に

限定されることになりそうだが、海外観光客のインバウンド現象が、令和ゆかりの大宰府などに及ぶことは

期待してよいだろう。 

特に最近、中国人観光客の嗜好がモノ消費から体験型消費へ変化しつつあり、LCCの普及もあずかり、

九州への観光客は増加傾向にあり、令和ブームが九州経済への更なる追い風になりそうだ。 

新元号に決まった「令和」の典拠は万葉集。但し和歌ではなくて、和歌が登場する前の序文「初春令月、

気淑風和（初春の令月にして、気淑
きよ

く風和
やわら

ぎ）」から。つまり大宰府の大伴旅人の邸宅で行われた梅花の宴

で詠まれた和歌の説明書きの言葉だ。 

福岡の大宰府天満宮はむかしから観光地として有名で、菅原道真の「東風吹かば匂
にほ

ひおこせよ梅の花 

あるじなしとて春な忘れそ」と共に人口に膾炙しているが、左遷の地での恨みつらみは、聞いて楽しいもの

http://www.cninfo.com.cn/information/lclist.html
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ではないし、怨霊となって清涼殿に落雷云々と、道真公はどうも辛気くさくていけない。 

景気がパッとしない道真公に比べ、その2世紀前に活躍した大伴旅人は武人として隼人や蝦夷の征伐に

功があり、文人としては王羲之“曲水の宴”の向こうを張り万葉に歌を残すなど、文武両道の才人だ。 

和歌の巧拙はよく分からないが、個人的に万葉歌人で魅力を感じる人物は、傾城の額田王と老将の大伴

旅人だ。梅花の宴で詠まれた「わが苑に梅の花散る久方の天より雪の流れくるかも」も良いが、花より団子、

もっと好きなのが「酒を賛むる歌13首」。 

 験
しるし

なきものを思はずは一杯の濁れる酒を飲むべくあるらし 

（大意）くよくよと、つまらぬことを思い悩むくらいなら、一杯のドブロクでも飲んだ方がましだ。 

（所見）名歌かどうかは知らないが、これこそが酒の効用ではないか。 

 酒の名を聖
ひじり

と負
おほ

せし 古
いにしえ

の大き聖の言
こと

のよろしさ 

（大意）酒のことを聖と呼び変えた昔の聖人は偉かった。 

（所見）三国時代に曹操が禁酒令を出したとき、命令を破り泥酔した幕僚の徐邈が『街で聖人に出くわ

しまして』と云って危機を乗り切った故事を詠んだ歌だが、大伴旅人は三国志演義が登場する遥か

前に、難解な三国志の、魏志の、それも末節に近い“巻27徐胡二王伝”まで読んでいたとは。 

 古の七の賢
さか

しき人どもも欲
ほ

りせしものは酒にしあるらし 

（大意）魏晋のころ、琴を弾じ、竹林で清談した七賢人も、本当に欲しかったのは酒に違いない 

（所見）これも竹林の七賢の故事による。中国古典に対する彼の造詣は大したものだ。 

 賢しみと物いふよりは酒飲みて酔
ゑひ

泣きするしまさりたるらし 

（大意）利口ぶってウンチクを傾けるよりも、酒を飲んで酔っ払って泣くほうが勝っている 

（所見）大伴旅人の名句でも、これだけは賛成しかねる。人前で泥酔するバカはやっぱりバカだ。 

 中国コラムが大きく脱輪してしまったが、令和の御代に免じてお許し頂きたい。 

 ところで、新元号の有識者懇談会のメンバーに、直木賞作家の林真理子さんが加わり、“令和”を評価する

コメントを出されているが、彼女はこれから大伴旅人を主人公に、脇を筑紫歌壇の山上憶良、妻の大伴郎女、

息子の大伴家持などで固め、都と大宰府を往来する小説の執筆に取り掛かるような気がする・・・相場には

関係ない予測だが。小説でなければ大河ドラマも面白そうだ。期待してますよ。（了） 

 

文中の見解は全て筆者の個人的意見である。 

                              平成３１年４月２日  

筆者プロフィール 

杉野光男 

東洋証券株式会社 主席エコノミスト 

一橋大学商学部卒、 三菱信託銀行（現三菱 UFJ信託銀行）入社、上海華東師範大学へ留学 

同行北京駐在員、上海駐在員事務所長、理事中国担当部長を経て、２００７年より現職 

著書  日本の常識は中国の非常識（時事通信社）、中国ビジネス笑劇場（光文社）等 
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ご投資にあたっての注意事項 

手数料等およびリスクについて 

① 株式の手数料等およびリスクについて 

・ 国内株式の売買取引には、約定代金に対して最大1.2420％（税込み）、最低3,240円（税込み）（売却約定代金

が 3,240円未満の場合、約定代金相当額）の手数料をいただきます。国内株式を募集、売出し等により取得い

ただく場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。国内株式は、株価の変動により、元本の損失が生

じるおそれがあります。 

・ 外国株式等の売買取引には、売買金額（現地における約定代金に現地委託手数料と税金等を買いの場合に

は加え、売りの場合には差し引いた額）に対して最大 0.8640％（税込み）の国内取次ぎ手数料をいただきます。

外国の金融商品市場等における現地手数料や税金等は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定さ

れますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。外国株式は、株価の変動および

為替相場の変動等により、元本の損失が生じるおそれがあります。 

②債券の手数料等およびリスクについて 

・ 非上場債券を募集・売出し等により取得いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 

 債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、元本の損失を生じるおそれがあります。外国債券は、金

利水準の変動等により価格が上下するほか、カントリーリスク及び為替相場の変動等により元本の損失が生

じるおそれがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により元本の損失を生じるおそれがありま

す。 

③投資信託の手数料等およびリスクについて 

・ 投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。投資信託の保有期

間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合

があります。 

投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、

本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 

 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市

場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価格が変動し、元本の損失が生じるおそれがありま

す。 

④株価指数先物・株価指数オプション取引の手数料等およびリスクについて 

・ 株価指数先物取引には、約定代金に対し最大 0.0864％（税込み）の手数料をいただきます。また、所定の委

託証拠金が必要となります。 

・ 株価指数オプション取引には、約定代金、または権利行使で発生する金額に対し最大 4.320％（税込み）、最

低 2,700円（税込み）の手数料をいただきます。また、所定の委託証拠金が必要となります。株価指数先物・株

価指数オプション取引は、対象とする株価指数の変動により、委託証拠金の額を上回る損失が生じるおそれ

があります。 

ご投資にあたっての留意点 

 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券

等書面、目論見書、等をよくお読みください。 


